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第２２期第２回 佐賀県連合海区漁業調整委員会 議事概要 

 

１ 日  時   令和３年８月１６日(月) 午後３時００分～午後３時５０分 

 

２ 場  所   唐津市水産会館 多目的ホール 

 

３ 出 席 者   松浦海区漁業調整委員 

           会     長  川 嵜 和 正 
           委     員  坂 本 安 則 
              〃     川 口 安 教 
              〃     宮 﨑 雅 司 
              〃     後 藤 政 則 
              〃     福 良 繁 一 

〃     池 田 宏 子 
                        
         有明海区漁業調整委員 
           会     長  西 久 保   敏 
           委     員  中 野 正 利 
              〃     中 山   薫 
              〃     中 島   龍 
              〃     竹 下 泰 彦 
              〃     古 賀 秀 昭 

〃     井 上 亜 紀 
 
４ 臨 席 者   佐賀県有明海漁業協同組合 
                指導部次長   有馬 隆文 

  佐賀県農林水産部水産課  

                   課長   中島 則久 
海区漁業調整委員会事務局 

                  事務局長    中牟田 弘典 

主任主査   真 島 健 

 

５ 議題及び議決事項 

（１） 令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議における佐賀県の 

要望事項について（協議） 

                         ・・・・原案の一部を修正して承認 

（２） 全国海区漁業調整委員会連合会７０周年記念表彰について（報告） 

                               ・・・・・・報告のみ 
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（３） その他 

・・・議題１について、質問 

 

６ 各議題の説明者及び質疑応答の概要 

（１）説明者 

  議題 １ 中牟田事務局長 

議題 ２ 真島主任主査 

 

（２）質疑応答 

【議題（１）について】 

（川口委員） 

 ミニボートで衝突事故防止のための目印となる旗ですが、何でもいいというわけにはいか 

ないと思いますので、オレンジ色に統一してはどうですか。 

 

（中牟田事務局長） 

旗というのは、視認性が重要だということで船体から３メートルの高さのポールに旗を掲

げること。また、旗の色については、海の色が青ですから、それに対比する色で赤・黄色等

で掲げることとあります。旗の色につきましては、国のホームページにミニボート安全ガイ

ドブックというもので示されております。 

 

（竹下委員） 

  ミニボートは所有者の特定が難しいなど壁があることを考えますと要望事項３のミニボー

ト所有者の登録と保険のところが一番大事だと思われますので、要望事項の順番を替えて１

番大事なところを最初にもってきてはと思います。 

 

（中牟田事務局長） 

  竹下委員からのご意見で要望事項の３項目が要望の中で一番のポイントであると思われる

ので、この部分を要望事項の一番目にしてはどうかとのご意見でございましたが、皆様いか

がでしょうか。 

 

（川嵜会長） 

  ３番目の要望事項を一番目に修正することで、承認でよろしいでしょうか。 

 

（委員一同） 

  了承。 
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【議題（２）について】 

（中牟田事務局長） 

 本冊１６ページの表彰の写真ですが、全漁調連の前会長県の長崎県が本年度中に全漁調連

７０周年史という機関誌を発行する準備をされています。その機関誌に表彰式の写真を提供

していただけないかと要請がございましたので、表彰者の皆様に長崎県に提供してよいかと

いうことを了承していただきたいと思いますが、会長・坂本委員・池田委員いかがでしょう

か。 

 

（会長・坂本委員・池田委員） 

 了承。 

 

（中牟田事務局長） 

  梅崎委員と中村前委員には後日、ご了承をいただきまして長崎県に表彰の写真を提供した

いと思います。 

  

【議題（３）について】 

（池田委員） 

 議題（１）の前回の要望事項に対しての国からの回答がまだだという事ですが、いつ頃、 

回答があるのでしょうか。 

 

（中牟田事務局長） 

 １年遅れの回答になると思います。その件については、それぞれの委員会におきまして関

係省庁の回答という形でご報告させていただきたいと思います 

 

 

 


